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令和 7 年度第 2 回韮崎市子ども・子育て会議 会議録（要旨） 

【会議の概要】 

1 会議の名称 令和 7 年度第 2 回韮崎市子ども・子育て会議 

2 日時 令和 8 年 2 月 17 日(火) 午後 7 時 00 分～午後 8 時 30 分 

3 場所 韮崎市役所別館 201 会議室 

4 議題  

（1）協議事項 

①韮崎市こども計画の見直しについて 

②乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）者の認可及び利用定員に

ついて 

（2）報告事項 

①子どもの権利に関する啓発事業の報告について 

②子どもの権利擁護委員の設置について 

③令和８年度市内特定教育・保育施設の利用定員について  

（3）その他 

 

5 出席委員 石山ゐづ美 会長 中山友江 副会長 野村武司 委員  

金丸光太郎 委員 内藤香織 委員 内藤慶子 委員 依田恵美子 委員 

三井貴子 委員 望月利人 委員 生山和昭 委員 曽雌勝也 委員 

西田遙 委員 高村大夢 委員 

6 会議の公開区分 ■ 全部公開  □ 一部公開  □ 非公開 

7 傍聴人の数 0 人 

8 出席職員 こども子育て課  

稀代課長 

 望月補佐、山岸（子育て支援担当） 

 清水リーダー（保育担当）、 小屋リーダー（こども相談担当） 

 横田園長（たんぽぽ保育園）、猪又園長（すずらん保育園） 

教育課：秋山リーダー（学校教育担当） 

福祉課：立花リーダー（生活支援担当） 

デジタル戦略課：小林（地域戦略担当） 

健康づくり課：福田リーダー（保健指導担当） 
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【協議内容等】 

発言者 内容（要旨） 

事務局 【開会】 

・開会及び会議の司会を担当する旨を説明 

・次第により会を進行 

・次第 1 開会（課長あいさつ） 

こども子育て課長 ・課長あいさつ 

事務局 【進行】 

・欠席委員の報告 

事務局 ・次第 2 会長あいさつ 

会長 ・会長あいさつ 

事務局 ・韮崎市子ども・子育て会議条例第６条第２項の規定により会長に

議事進行を依頼 

議長（会長） 【議事】 

・次第 3 議題（１）協議事項① 

・韮崎市こども計画の見直しについて事務局に説明を求める 

事務局 【説明】 

・資料を基に説明 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

 議事（1）➀はこれにて終了といたします。 

・議事（1）➁乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）者の 

認可及び利用定員について事務局に説明を求める 

事務局 【説明】 

・資料を基に説明 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める  

委員 

 

【質問】 

量の見込と確保の内容について算出根拠を教えてください 

事務局 

 

【回答】 

確保の内容については市内 4施設の利用定員数の合計となってお

り、量の見込についてはこども計画策定時にアンケート調査等を実

施した結果（見込）となっております 

委員 

 

【意見】 

利用者ニーズをしっかりと把握して実施を期待します 
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議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

 議事（1）➁についてはこれにて終了といたします。 

・議事（2）①子どもの権利に関する啓発事業の報告について 

事務局に説明を求める 

事務局 【説明】 

・資料を基に説明 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

委員 【意見】 

・こどもたちの貴重な意見（声）を集めていただきありがとうござ

いました 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

 議事（2）①についてはこれにて終了といたします。 

・議事（2）②子どもの権利擁護委員の設置について 

事務局に説明を求める 

事務局 【説明】 

・資料を基に説明 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める  

委員 【質問】 

・自分で意見（意思）表明が難しい小学校低学年等への取組につい

て教えてください 

事務局 【回答】 

・関係機関と連携するなかで、児童の変化を感じたら報告いただき

相談員が訪問して聞き取りや意見（意思）を表明できる環境整備を

整えていきます 

委員 【意見】 

・相談員と子どもの権利擁護委員が一体となって運営されることが

大事だと思うので救済機関の組織イメージを洗練させてください 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

 議事（2）②についてはこれにて終了といたします。 

・議事（2）③令和８年度市内特定教育・保育施設の利用定員 



4 

 

について事務局に説明を求める 

事務局 【説明】 

・資料を基に説明 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

 議事（2）③はこれにて終了といたします。 

・議事（3）その他ついて委員から意見を求める 

委員 【意見】 

・乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について市内 4 園

が実施するということで韮崎市の教育・保育施策推進に向けて協力

していると思うので利用者増加に向けて制度の周知をよろしくお願

いいたします 

事務局 【回答】 

・利用者ニーズの把握に努めるとともに制度の周知を実施してまい

ります 

議長（会長） 【議事】 

・説明事項に対し、質問、意見を求める 

・議事（3）はこれにて終了といたします。 

・進行を事務局にお返しします。 

事務局 【進行】 

・次第 4 その他 

・次第 5 閉会（副会長閉会あいさつ） 

副会長 【閉会あいさつ】 

 本日は貴重なご意見ありがとうございました。 

以上をもちまして、会議を終了します。 

 


